
総社市告示第８１号    

 

総社市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱（平成２６年総社市告示第６４号）の一部を次のように改正する。 

 

  平成２７年６月１９日 

 

                                      総社市長 片 岡 聡 一 

 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）

が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当該改正部分を削り，改正後部分に

対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 
 

改   正   後 改   正   前 

 

（子育て世帯臨時特例給付金の支給等） 

第３条 略 

２ 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例給

付金の金額は，対象児童１人につき３，０００円とする。 

 

別記（第２条，第５条関係）                  

１ 支給対象者 

(１) 子育て世帯臨時特例給付金（以下「給付金」という。）は，平成２７

年６月分の児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当（以

下「児童手当」という。）の支給を受ける者に対して支給する。 

 

 

(２) (１)に規定するほか，給付金は，平成２７年５月３１日（以下「基準

日」という。）において児童手当の支給要件に該当するものとして市が

認める者に対して支給する。 

 

 

 

 

 

 

（子育て世帯臨時特例給付金の支給等） 

第３条 略 

２ 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例給

付金の金額は，対象児童１人につき１０，０００円とする。 

 

別記（第２条，第５条関係） 

１ 支給対象者 

(１) 子育て世帯臨時特例給付金（以下「給付金」という。）は，平成２６

年１月分の児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当（同

法附則第２条第１項の給付を含む。以下「児童手当」という。）の支給

を受ける者であって，その平成２５年の所得が同法第５条第１項に規定

する政令で定める額に満たないものに対して支給する。 

(２) (１)に規定するほか，給付金は，次のいずれかに該当する児童（１５

歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童をいう。以下

同じ。）に係る平成２６年２月分の児童手当の支給を受ける者であって，

その平成２５年の所得が児童手当法第５条第１項に規定する政令で定

める額に満たないものに対して支給する。 

① 平成２６年１月１日（以下「基準日」という。）に出生し，同日にお

いて住民基本台帳に記録されているもの 

② 基準日に国外から転入（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）



改   正   後 改   正   前 

 

 

(３) (１)及び(２)の規定にかかわらず，給付金は，次の表の左欄に掲げる

場合について，それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただ

し，既に(１)又は(２)に規定する者に対して給付金の支給が決定されて

いる場合には，この限りでない。 

 

 

 

① (１)又は(２)に規定する者が

死亡した場合（この(３)の規定に

より給付金を支給される者が，当

該者に対して給付金の支給が決定

される日までの間に死亡した場合

を含む。） 

左欄に掲げる者が死亡した日の属

する月の翌月分の当該者の２の対

象児童に係る児童手当の支給を受

ける者その他これに準ずるものと

して適当と認められる者 

② 基準日における児童手当（児童

手当法附則第２条第1項の給付を

含む。以下この②において同じ。）

の支給要件に該当する者に係る

児童（１５歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある

児童をいう。以下同じ。）が同法

第３条第３項に規定する施設入

所等児童であることを(１)又は

(２)に規定する者に給付金を支

給する市町村（特別区を含む。以

下同じ。）その他の当該支給要件

に該当する者を基準日における

児童手当の支給要件に該当する

ものとして認める市町村が把握

した場合 

左欄に掲げる施設入所等児童 

③ (１)又は(２)に規定する者か

らの暴力を理由に避難し，当該者

左欄に掲げる当該者の配偶者 

第２２条第１項に規定する転入をいう。３の(２)の①において同じ。）

をしたことにより，同日において住民基本台帳に記録されているもの 

(３) (１)及び(２)の規定にかかわらず，給付金は，次の表の左欄に掲げる

場合について，それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただ

し，既に(１)又は(２)に規定する者に対して給付金の支給が決定されて

いる場合及びこの(３)の規定により給付金を支給される者（同表の①及

び③の右欄に掲げる者に限る。）に係る(１)又は(２)に規定する者の平

成２５年の所得が児童手当法第５条第１項に規定する政令で定める額

以上である場合には，この限りでない。 

① (１)又は(２)に規定する者が

死亡した場合（この(３)の規定に

より給付金を支給される者が，当

該者に対して給付金の支給が決定

される日までの間に死亡した場合

を含む。） 

左欄に掲げる者が死亡した日の属

する月の翌月分の当該者の対象児

童に係る児童手当の支給を受ける

者その他これに準ずるものとして

適当と認められる者 

② ２の対象児童が児童手当法第

３条第３項に規定する施設入所

等児童であることを(１)又は

(２)に規定する者に給付金を支

給する市町村（特別区を含む。以

下同じ。）が把握した場合（その

後施設入所等児童でなくなった

ことを把握した場合において，ま

だこの②の右欄に掲げる者に対

して給付金の支給が決定されて

いないときを除く。） 

 

 

 

 

 

左欄に掲げる施設入所等児童 

③ (１)又は(２)に規定する者か

らの暴力を理由に避難し，当該者

左欄に掲げる当該者の配偶者 



改   正   後 改   正   前 

と生計を別にしている当該者の配

偶者（現に２の対象児童を監護し，

かつ，これと生計を同じくする者

に限る。）が市に避難している場

合において，市に対して当該対象

児童に係る児童手当法第７条第１

項の規定による認定の請求（市が

適当と認める場合にあっては，給

付金の支給を受けるための当該認

定の請求と同様の請求を含む。３

の(２)の⑥において同じ。）をし，

市による当該認定の請求に関する

通知が(１)又は(２)に規定する者

に対して給付金を支給する市町村

に到達した場合（当該(１)又は

(２)に規定する者に対して給付金

を支給する市町村が市であるとき

は，当該認定の請求を受けた場合） 

 

 

 

 

 

 

２ 対象児童 

１の(１)に規定する者に支給される給付金の対象児童（給付金の支給額

の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。）は当該者に支給される平成

２７年６月分の児童手当に係る児童，１の(２)に規定する者に支給される

給付金の対象児童は１の（２）の規定により児童手当の支給要件に該当す

るものと市が認めたものに係る児童とする（１の(３)の表の①から③まで

の右欄に掲げる者に支給される給付金の対象児童については，これを準用

する。）。ただし，対象児童が次の①及び②に掲げる場合のいずれかに該

当するときは，この限りでない。 

と生計を別にしている当該者の配

偶者（現に２の対象児童を監護し，

かつ，これと生計を同じくする者

に限る。）が市に避難している場

合において，市に対して当該対象

児童に係る児童手当法第７条第１

項の規定による認定の請求（同法

附則第２条第３項において準用す

る場合を含み，当該配偶者が監護

し，かつ，生計を同じくする全て

の対象児童が１５歳に達する日以

後の最初の２月28日を経過した日

以後である場合にあっては，給付

金の支給を受けるための当該認定

の請求と同様の請求を含む。３の

(２)の⑥において同じ。）をし，

市による当該認定の請求に関する

通知が(１)又は(２)に規定する者

に対して給付金を支給する市町村

に到達した場合（当該(１)又は

(２)に規定する者に対して給付金

を支給する市町村が市であるとき

は，当該認定の請求を受けた場合） 

 

２ 対象児童 

１の(１)に規定する者に支給される給付金の対象児童（給付金の支給額

の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。）は当該者に支給される平成

２６年１月分の児童手当に係る児童，１の(２)に規定する者に支給される

給付金の対象児童は当該者に支給される同年２月分の児童手当に係る児

童（１の(２)の①又は②に掲げる児童に限る。）とする（１の(３)の表の

①から③までの右欄に掲げる者に支給される給付金の対象児童について

は，これを準用する。）。ただし，対象児童が次の①から⑦までに掲げる

場合のいずれかに該当するときは，この限りでない。 



改   正   後 改   正   前 

① 基準日の翌日から給付金の支給が決定される日までの間に死亡した

場合 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 給付金の支給が決定される日において，日本の国籍を有しない者であっ

て，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４５の表の上

欄に掲げる者に該当しない場合 

３ 支給の申請 

(１) 市から平成２７年６月分の児童手当を支給される者は，市に対して支

給の申請を行う。 

(２) (１)の規定にかかわらず，次の①から⑥までに掲げる者は，市に対し

て支給の申請を行う。 

 ① 基準日から給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合 

 

 ② 臨時福祉給付金の支給対象者である場合 

③ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被

保護者（基準日に保護が停止されていた者及び基準日の翌日から同年３

月３１日までの間に保護が廃止され，又は停止された者を除く。）であ

る場合 

④ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）による支援給付（以下この④において「支援給付」という。）の受

給者（基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日か

ら同年３月３１日までの間に支援給付の支給が廃止され，又は停止され

た者を除く。）である場合 

⑤ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成２０年法律第８２

号）第１５条第２項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受

給者（援護加算（ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則（平

成２１年厚生労働省令第７５号）第７条第３項に規定する援護加算をい

う。以下この⑤において同じ。）の受給者に限り，基準日に援護加算の

認定を停止されていた者及び基準日の翌日から同年３月３１日までの

間に援護加算の認定を廃止され，又は停止された者を除く。）である場

合 

⑥ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第 19 条の規定による援護

（以下この⑥において「援護」という。）を受けている者（基準日に援

護が停止されていた者及び基準日の翌日から同年３月３１日までの間

に援護が廃止され、又は停止された者を除く。）である場合 

⑦ 給付金の支給が決定される日において，日本の国籍を有しない者であ

って，住民基本台帳法第３０条の４５の表の上欄に掲げる者に該当しな

い場合 

３ 支給の申請 

（１）基準日において市の住民基本台帳に記録されている者は，市に対して

支給の申請を行う。 

(２) (１)の規定にかかわらず，次の①から⑥までに掲げる者は，市に対し

て支給の申請を行う。 



改   正   後 改   正   前 

① １の(１)に規定する者のうち，児童手当法第１７条第１項に規定す

る公務員であって，当該公務員に係る同項の規定により読み替えて適

用する同法第７条第１項の認定をした同法第１７条第１項の表の下

欄に掲げる者その他これらの者に準ずる者に基準日における当該公

務員の住所地を市として把握されている者 

 

 

 

② １の（２）に規定する者のうち， 基準日において市の住民基本台

帳に記録されている者（⑥に掲げる者に該当する者を除く。） 

 

 

 

③ １の（２）に規定する者のうち，基準日以前に住民基本台帳法第８

条の規定により住民票を消除されていた者であって，基準日におい

て、日本国内で生活していたが，いずれの市町村の住民基本台帳にも

記録されておらず，かつ，基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳

に記録されることとなった者（⑥に掲げる者に該当する者を除く。） 

④ １の(３)の表の①の左欄に掲げる場合における同表の①の右欄に

掲げる者（当該者に係る１の（１）又は（２）に規定する者がこの３

の規定により，市に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。） 

⑤ １の（３）の表の②の左欄に掲げる場合における同表の②の右欄に

掲げる者（当該者が入所等している児童手当法第３条第３項各号に掲

げる施設等の所在地が市である場合に限る。） 

 

 

⑥ 略 

 

① 基準日以前に住民基本台帳法第８条の規定により住民票を消除さ

れていた者であって，基準日において，日本国内で生活していたが，

いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず，かつ，基準日

の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなった

もののうち，市に対して同法第２４条に規定する転出の予定年月日が

基準日以前となっている転出届（同条の規定による届出をいう。）を

した者であって，転入をした年月日が基準日の翌日以後である転入届

（同法第２２条第１項の規定による届出をいう。）をしたもの 

② 基準日以前に住民基本台帳法第８条の規定により住民票を消除さ

れていた者であって，基準日において，日本国内で生活していたが，

いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず，かつ，基準日

の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの

のうち，①に掲げる者以外のもの 

③ １の(３)の表の①の左欄に掲げる場合における同表の①の右欄に

掲げる者（当該者に係る１の(１)又は(２)に規定する者がこの３の規

定により，市に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。） 

 

 

④ １の(３)の表の②の左欄に掲げる場合における同表の②の右欄に

掲げる者（当該者が入所等している児童手当法第３条第３項各号に掲

げる施設等の所在地が市である場合に限る。） 

⑤ 配偶者からの暴力を理由に避難し，配偶者と生計を別にしているこ

とが認められている者（基準日において，市の住民基本台帳に記録さ

れていない者に限る。）であって，市から平成 26 年１月分の児童手

当又は１の(２)の①若しくは②に掲げる児童に係る同年２月分の児

童手当の支給を受けている者 

⑥ 略 

 

 

附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 


